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 保育所の創設・増築・増改築等を行う場合の費用については，社会福祉法人に対して補助金が
交付される。 
 費用の負担割合は，国1/2，市町村1/4，設置者1/4 又は 国2/3，市町村1/12，設置者1/4 

 株式会社については，上記補助金は交付されない。 
 上記とは別に，自治体の単独事業として補助制度が設けられていることがあるが，株式会社は補

助の対象としない例が見られる。 

 新制度では，施設の減価償却費の一定割合を「公定価格」（保育の実施に要する費用（※））に組み
込むこととされており，設置主体を問わず交付される。 

 他方，自治体の単独事業である補助制度については，引き続き，株式会社を補助の対象としない
場合もあり得る。 

１．補助制度 

現行制度 

新制度 

（※）「公定価格」の詳細は，４ページ参照 
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１．補助制度（参考1） 

 私立保育所における保育の実施に要する費用（保育所運営費）は，市町村が支弁するものとされ
ている。（保育所の設置主体を問わず支弁される。） 

 保育所運営費は，利用者負担（保育料）と公費負担により賄われており，利用者負担と公費負担
の比率は概ね４：６となっている。 
 公費の負担割合は，国1/2，都道府県1/4，市町村1/4 
 保育料は，保護者の世帯収入等に応じて国の基準額が示されている。自治体によっては，
独自に軽減している場合がある。 

保育の実施に要する費用の負担の仕組み（現行制度） 

《保育所運営費の内容》 

保育料 
 

利用者 
↓ 

市町村 

国 
（公費の1/2） 

都道府県 
（公費の1/4） 

市町村 
（公費の1/4） 

利用者負担 公費負担 

利用者 保育所 

市町村 

保育料 

契約 保育所
運営費 

《仕組み》 

（子ども・子育て会議資料を基に公正取引委員会作成） 
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１．補助制度（参考2） 

＜参考＞ 

◎児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄） 

第五十一条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 

一～四  （略） 

五  都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育を行うことに要する保育費用 

六～十二  （略） 

第五十三条  国庫は、第五十条（第一号から第三号まで、第五号の二、第六号の二及び第九号を除く。）
及び第五十一条（第四号及び第七号から第十二号までを除く。）に規定する地方公共団体の支弁する費
用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。 

第五十五条  都道府県は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号及び第六号の費用に対しては、政
令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。 

第五十六条  （略） 

２  （略） 

３  第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第四号若しくは第五号
に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれら
の者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育所における保育を行うことに係る児童
の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。 

４～10  （略）  
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１．補助制度（参考3） 

 私立保育所における保育の実施に要する費用（公定価格）は，新制度においても，市町村が支弁
するものとされている。 

 公定価格は，利用者負担と公費負担により賄われる。 
 利用者負担額と公費負担額の具体的な水準等は検討中 

《公定価格の内容》 

利用者負担 
 

利用者 
↓ 

〔私立〕市町村 
〔公立〕保育所 

国 

都道府県 

市町村 

利用者負担 公費負担 

利用者 保育所 

市町村 

利用者
負担 

契約 委託費 

《仕組み》 

※利用者負担額と公費負担額の具体的な水準等は検討中 

〔私立〕 〔公立〕 

利用者 保育所 

市町村 

利用者
負担 

契約 

施設型 
給付費 

（保育所が 
 利用者の 
 代理で受領） 

保育の実施に要する費用の負担の仕組み（新制度） 

公定価格
 

委託費＝公定価格 
     ＝利用者負担＋公費負担 

施設型給付費＝公費負担 
          ＝公定価格－利用者負担 

（子ども・子育て会議資料を基に公正取引委員会作成） 



5 

１．補助制度（参考4） 

＜参考＞ 

◎子ども・子育て関連３法による改正後の児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄） 

第五十一条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 

一～四  （略） 

五 第二十四条第五項又は第六項の措置（※）（都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所若し
くは幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係
るものに限る。）に要する費用 

六～八  （略） 

第五十三条  国庫は、第五十条（第一号から第三号まで、第五号の二及び第九号を除く。）及び第五十
一条（第四号、第七号及び第八号を除く。）に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政
令の定めるところにより、その二分の一を負担する。 

第五十五条  都道府県は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号及び第六号の費用に対しては、
政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。 

第五十六条  （略） 

２  （略） 

３  第五十一条第四号又は第五号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務
者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 

４～12  （略）  

（※）保育所への入所等による保育の実施 
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１．補助制度（参考5） 

＜参考＞ 

◎子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）（抄） 

  （市町村の支弁） 

第六十五条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 

一  （略） 

二  都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設
型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用 

三  (略） 

  （都道府県の負担等） 

第六十七条  都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条
第二号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして政令で定めるところにより算定した
額（次条第一項において「施設型給付費等負担対象額」という。）の四分の一を負担する。 

２  都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する
同条第三号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することがで
きる。 

  （市町村に対する交付金の交付等） 

第六十八条  国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に
掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額の二分の一を負担する。 

２ （略） 
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１．補助制度（参考6） 

（前頁の続き） 

  （保育所に係る委託費の支払等） 

附則第六条  市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当
分の間、保育認定子ども（※1）が、特定教育・保育施設（※2） （都道府県及び市町村以外の者が設置する保
育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。）から特定教育・保育（※3） （保育に限る。以下こ
の条において同じ。）を受けた場合については、当該特定教育・保育（保育必要量の範囲内のものに限る。
以下この条において「支給認定保育」という。）に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項
第一号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により
算定した費用の額（その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給
認定保育に要した費用の額）に相当する額（以下この条において「保育費用」という。）を当該特定保育所
に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。 

２・３（略） 

４  第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定子ども
の支給認定保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に
与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴
収するものとする。 

５～８  （略） 

（※1）市町村から保育が必要との認定を受けた子ども 
（※2）認定こども園・幼稚園・保育所の総称 
（※3）認定こども園・幼稚園・保育所において受ける教育又は保育の総称 



8 

 社会福祉法人と株式会社とでは，同様に保育所事業を行っていても，税制上の取扱いに違いが
ある。 
 社会福祉法人の場合，法人税，住民税，事業税は原則非課税 
 株式会社の場合，これらは課税 

 
 上記の取扱いは，新制度でも変更なし。 

２．税制(1) 

一部の事業者から，競争条件が平等ではないとの指摘がある 

  介護・保育分野は、営利法人と非営利法人が共存し、同種のサービスを提供する特殊な市場である。多様な経営主体がそれぞれの特
質を生かしてサービスの質を競い、利用者の利便が高まるよう、経営主体間のイコールフッティングを確立すべきではないか。 
 
２．財政措置の見直し 
  社会福祉法人に対しては、補助金や非課税措置などの財政上の優遇措置がとられている。株式会社やＮＰＯ法人が参入して同種の
事業を展開するようになったという変化を踏まえ、経営主体間で異なる財政上の措置を見直すべきではないか。 

＜参考＞平成26年2月28日「介護・保育事業等におけるイコールフッティング確立の更なる論点」（抜粋）（点線は事務局） 

 

 規制改革会議においても，介護・保育分野における経営主体間のイコールフッティングについて
検討が行われている。 

＜参考＞規制改革会議における検討言 
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２．税制(2) 
＜各種法人に係る税制＞ 

【出所】厚生労働省「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」資料 

（注）固定資産税については，保育所であれば設置主体を問わず非課税となっている。 
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３．論点 

法人形態で補助制度・税制が異なることにより，保育所の運営にどのよ
うな影響・違いが生じているか。 

補助制度・税制の違いが，株式会社等の参入の阻害要因となっていな
いか。 

社会福祉法人と株式会社等のイコールフッティングが図られると，どのよ
うな効果・影響があると考えられるか。 


